
平
成
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号

国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
及
び
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十

九
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
一
条
　
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
国
立
大

学
法
人
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
五
十
七
号
。
次
条
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
国

立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
」
と
す

る
。

（
会
計
処
理
の
特
例
）

第
二
条
　
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
大
学
法
人
大
阪
大
学
（
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
大
阪
大
学
法
人
」
と

い
う
。
）
に
出
資
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
資
産
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
に
お
い
て
、
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
土
地
の
譲
渡
に
関
す
る
報
告
）

第
三
条
　
大
阪
大
学
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
、
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
て
出
資
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
た
土
地
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡
（
事
業
年
度
末
ま
で
の
譲
渡
の
予
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を

行
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
、
当
該
譲
渡
を
行
っ
た
事
業
年
度
の
二
月
末
日
ま
で
に
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
譲
渡
を
行
っ
た
土
地
の
所
在
地
及
び
面
積

二
　
譲
渡
を
行
っ
た
土
地
の
帳
簿
価
額
及
び
譲
渡
価
額

三
　
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
附
則
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
当
該
譲
渡
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
譲
渡
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
大
阪
大
学
法
人
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
報
告
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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